
クウィンス森吉　送湯ポンプ保守点検委託　特記仕様書 

 

 

第１条　適用範囲 

本仕様書は、クウィンス森吉　送湯ポンプ等保守点検整備委託に適用する。 

 

 

第２条　場所 

本業務の実施場所は、北秋田市小又字下川端及び小又字堂ノ下 21-2 地内で、

別添位置図の示すとおりである。 

 

 

第３条　期間 

本業務の実施期間は、契約締結の翌日から令和９年２月１５日までとする。 

 

 

第４条　業務内容 

業務の対象となるポンプの保守点検（部品交換を含む）回数は、以下のとお

りとする。 

　　１　源泉井戸送湯ポンプ保守点検　２回 

　　２　ろ過循環ポンプ保守点検　　　１回 

　　３　源泉加圧ポンプ保守点検　　　１回 

　なお、点検時期については、委託業者が市と協議のうえ定めるものとする。 

 

 

第５条　留意事項 

業務に際しては、施設管理者と十分協議の上、循環設備その他施設の汚損防

止等施設管理に影響のないよう配慮すること。 

 

 

第６条　その他 

その他関係法令等遵守のうえ実施すること。 


